
ご注意

申請・お問い合わせ

宇野千代ドラマ観光推進実行委員会事務局
（岩国市産業振興部観光振興課）

TEL：0827-29-5116 Mail：kankou@city.iwakuni.lg.jp

宇野千代ドラマ観光推進実行委員会 イベント開催支援補助金

申請の手引き



ご注意

申請・お問い合わせ

目次 

１．補助金の概要・・・・・・・・・・・・・・・・・１

２．補助対象となる事業実施期間・・・・・・・・・・１

３．補助対象者・・・・・・・・・・・・・・・・・・１ 

４．補助の対象となる事業及び金額・・・・・・・・・１

５．補助対象経費・・・・・・・・・・・・・・・・・２

６．スケジュール・・・・・・・・・・・・・・・・・２

７．補助対象事業の選定・・・・・・・・・・・・・・３

８．留意事項・・・・・・・・・・・・・・・・・・・４

９．補助金Ｑ＆Ａ・・・・・・・・・・・・・・・・・４



ご注意

申請・お問い合わせ

宇野千代及びドラマの世界観等をテーマとした市内周遊につ
ながるイベント等の開催に対し補助金を交付するもの。

交付決定の日～令和９年３月１５日まで（完了すること）

以下の要件を満たす個人又は団体であって、実行委員会会長
が適当と認めるもの。

１．補助金の概要

２．補助対象となる事業実施期間

３．補助対象者

○団体の目的が営利又は政治的活動若しくは宗教的活動で
ないこと。
○岩国市暴力団排除条例（平成23年条例第21号）第２条１
号に規定する暴力団又はその構成員の統制下にないこと。
○その他会長が不適当と認める者でないこと。

４．補助の対象となる事業及び補助金額

１

対象事業

宇野千代ゆかりの地やその作品等を活用し
たイベント等
※作品展、講演会、グルメイベント等

補助金の額

補助対象経費の10分の10に相当する額以内
の額とし、１補助対象者につき30万円を限
度とする。
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補助対象となる経費

※領収書等の帳票類が不備である場合は、補助対象外

１．申請期間：令和８年５月１日（金）～２９日（金）
※応募の状況によっては、予算の範囲内で追加募集をし
ます。

２．提  出  先：宇野千代ドラマ観光推進実行委員会事務局
（岩国市産業振興部観光振興課）

３．提出方法：メール、持参、郵送のいずれか
４．提出書類：以下の書類を各１部提出してください。

補助金交付申請書・事業計画書・収支予算書・その他
会長が必要と認める書類

※提出書類の様式は岩国市ホームページからダウンロー
ドできます。

５．選定会議 ６月上旬

項目 経費の内容

報償費
出演者への謝礼等対象団体等の構成員以外の
者に支払う経費など

旅費 出演者の招へいに要する経費など

需用費
消耗品費（各種材料費等）、燃料費、光熱水
費、印刷製本費など

役務費 通信費、広告料、手数料、保険料など

委託料
構成員による実施が困難で外部委託すること
がやむを得ないもの（活動の大部分を委託す
ることに係る経費を除く。）

使用料及び
賃借料

会場借上料、バス借上料、施設入場料など

その他 その他市長が必要と認めるもの

５．補助対象経費

６．スケジュール

２
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６．交付決定通知 ６月中旬
７．申請者による実績報告

事業が完了した日から起算して１５日以内又は交付決定
の日が属する会計年度の３月１５日のいずれか早い日ま
で

８．補助金額の確定
９．補助金の支払い

次の選定基準に基づき審査を行います。総合点の６０％を
基準点とし、これ以上の得点のイベントのうち得点の高いも
のから順に予算の範囲内で選定します。
【選定基準】

【選定方法】
書類提出による書類審査に加え、選定会議による審査を行

います。

７．補助対象事業の選定

審査基準 ポイント 配点

宇野千代の功
績・魅力を生
かしたイベン
トであるか

①宇野千代の功績・魅力が十分に伝
わるイベント内容であるか

３０

②事業内容が集客力あるいは宣伝力
のあるものであるか

３０

③イベントのターゲットが明確であ
るか

２０

小計 ８０

実現可能なイ
ベントである
か

④イベント実施が可能な体制である
か

１０

⑤イベント実施が困難となる要素が
ないか

１０

小計 ２０

合計 １００

３
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１．決定されたイベントについては、写真や動画等、岩国市
ホームページや、広報物等で使用する場合があります。

２．イベントの実施状況や各種会計書類等の確認や調査を随
時行う場合がありますので、関係書類について、適切に整
備、保管してください。

３．申請に要する経費は、申請者の負担でお願いします。
４．提出していただいた書類については、返却しません。

○他の国庫補助金等を活用するイベントにおいて、他の国庫
補助金等の対象とならない経費を対象とすることは可能です。

○イベント内容や予算など当初と大幅な変更がある場合や
代表者の変更がある場合は、宇野千代ドラマ観光推進実行委
員会事務局までご連絡ください。

○施設の維持管理費や事業運営にかかる経費（人件費、食糧
費等）は対象外です。

○可能です。交付決定後、速やかに宇野千代ドラマ観光推進
実行委員会事務局までご連絡ください。

○受けられません。同一の補助対象者が複数のイベントを
実施する場合においても、補助限度額は30万円です。

８．留意事項

９．補助金Ｑ＆Ａ

４

Ｑ１今回の補助金以外に他の財源がある申請は可能か？

Ｑ２交付決定を受けたのちに、イベント内容の変更や代表者の
変更があった場合はどうしたらよいか？

Ｑ３既存施設の維持管理費や人件費などに充当しても良いか？

Ｑ４イベントのスタート段階では手元に資金がない。補助金の
概算交付を受けたいが可能か？

Ｑ５同一の補助対象者が複数のイベントを実施する場合、す
べてのイベントについて、それぞれ補助限度額30万円の交
付を受けられるのか？
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